
芦屋市立幼保連携型認定こども園について（概要） 

１ 名称等 

名    称 （仮称）市立精道認定こども園 （仮称）市立西蔵認定こども園

施 設 管 理 幼保連携型 

設 置 者 芦 屋 市 

設 置 場 所 

平成３１年４月 

  芦屋市川西町１１－１０ 

   （現 精道幼稚園） 

平成３３年４月 

  芦屋市精道町９－１６ 

   （現 精道保育所） 

芦屋市西蔵町１３ 

（現 市営西蔵町住宅） 

運営開始予定 平成３１年４月 平成３３年４月 

敷 地 面 積 約２，０００㎡（予定） 約５，０００㎡（最大） 

２ 保育理念等 

 (1) 理念 

   乳幼児期は人格の基礎が形成される重要な時期であることから，「“いのち”

を大切にし，生きる力の基礎を育む」を理念とし，質の高い教育・保育を行う。 

 (2) 方針 

   理念を踏まえ，教育・保育を提供するに当たり，認識すべき方針は次のとお

りとする。 

   ① 一人一人のあるがままの姿を受け止め，共感し，子どもの豊かな育ちを

援助する。 

   ② 様々な環境を通して，ともに育ち合う力を養う。 

   ③ 家庭・地域社会と連携し，子育て支援の拠点としての役割を担う。 

 (3) 目標 

   本市が目指す知・徳・体をバランスよく備えた子ども像を踏まえ，子どもに

も覚えやすい「あしや」を頭文字にした次の３項目を目標とする。 

   あ あかるく元気な子（ども） 

   し しっかり考え合う子（ども） 

   や やさしい子（ども） 

平成２９年９月６日 

こ ど も ・ 健 康 部 

教育委員会管理部 
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３ 定員数 

  定員数は，以下のとおり。各園とも３歳児以上について１クラス２５人とする。 

 (1) （仮称）市立精道認定こども園（平成３３年４月以降） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号 ２０ ２０ ２０ ６０

２・３号 ６ １０ １５ ３０ ３０ ３０ １２１

計 ６ １０ １５ ５０ ５０ ５０ １８１

   ※ 平成３１年４月から平成３３年３月までの間の定員数については，次の

とおり。 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号 ２０ ２０ ４０

２・３号 ６ １０ １５ ２５ ２５ ２５ １０６

計 ６ １０ １５ ２５ ４５ ４５ １４６

 (2) （仮称）市立西蔵認定こども園 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号 ３０ ３０ ３０ ９０

２・３号 ６ １５ １５ ２０ ２０ ２０ ９６

計 ６ １５ １５ ５０ ５０ ５０ １８６

４ 配置職員 

  認定こども園に係る基準に基づき配置（保育教諭については，保育所における

配置基準を順守） 

５ 保育時間 

 通常保育 預かり保育・延長保育 

１号認定子ども ９：００～１３：３０ １３：３０～１６：３０ 

２・３号認定子ども ７：００～１８：００ 

７：００～８：３０，１６：

３０～１８：００（保育短時

間認定の場合） 

１８：００～１９：００ 
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※ １号認定子どもの降園は，１３：３０。以降は１６：３０まで預かり保育（２

号認定子どもとの混合クラス。午睡・おやつも実施） 

７ 行事予定 

  入園式・卒園式，お別れ会，運動会，生活発表会，七夕まつり，節分，ひなま

つり，１．１７のつどい，プール，園外保育，他施設・地域との交流，避難訓練，

健康診断，交通安全教室，参観日，クラス・個人懇談など 

８ 費用 

 １号認定子ども ２・３号認定子ども 

保育料 市民税所得割額に応じて算定 

給食代  検討中 
 ０～２歳児・・保育料に含む。 

 ３～５歳児・・月額８００円 

その他     名札，帽子，保険料等を徴収する方向で検討中 

９ 預かり保育 

 (1) 実施内容 

   月曜日から金曜日の１３：３０～１６：３０まで実施（ただし，土・日・祝

日・年末年始（１２月２９日～１月３日）は実施しない。） 

 (2) 対象者 

   認定こども園に在園する１号認定子ども 

 (3) 利用制限について 

   利用に必要な要件は問わない。 

   利用可能日数については，１か月当たり１５日の利用を上限とする。 
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 (4) 利用申請 

   前月までに申請が必要 

 (5) 預かり保育料 

   預かり保育料については，２号認定における保育料を踏まえ検討中 

実施時期 区分 保育時間 保育料 

学期中 
Ａ 平日の午後利用 13：30～16：30 検討中 

Ｂ 式日の利用 式終了後～16：30 検討中 

三季休業 

代休日 

Ｃ 午前利用 9：00～13：30 検討中 

Ｄ 終日利用 9：00～16：30 検討中 

 ※ Ｃ・Ｄの場合は，１食当たり給食代（検討中）が別途必要 

 ※ 上表の区分内の利用があれば，利用時間を問わず保育料（検討中）が必要 

10 延長保育 

  ２・３号認定子どもに対する延長保育は，現在保育所で実施している延長保育

と同様の内容・料金で実施する。 

11 入園 

 (1) 申請時期 

  ア 毎年４月入園 

    １号認定子どもは市立幼稚園と，２・３号認定子どもは保育所と同じとす

る。 

  イ 年度途中入園 

    １～３号認定子どもとも，保育所と同じ入園希望月の前月１０日までの申

請とする。 

 (2) 入園決定方法 

  ア １号認定子ども 

    抽選による。 

  イ ２・３号認定子ども 

    保育の必要性を指数（ポイント）化し，高い者から決定する。 

 (3) 入園決定の際の考慮について 

  ア １号認定子ども 

    「兄・姉が在園している場合」は優先とし，「双子等の場合」は考慮するこ

ととする。 
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  イ ２・３号認定子ども 

    各世帯の状況を指数（ポイント）化する際，生活保護世帯，母子・父子世

帯，兄弟が在園している等の場合に加点し，入園者を選考する。 

 (4) 配慮を要する子どもについて 

   統合保育（インクルーシブ教育）を実施する。 

 (5) １号認定と２号認定間の認定変更に伴う園の利用継続ついて 

   保護者の就労状況等の変化に伴う認定変更が生じた場合においても，原則利

用継続できる（円滑化により対応）。 

 (6) 通園に係る車の利用について 

   車の利用に当たっては，施設から一定の距離がある場合に限るなど条件を検

討中 

12 子育て支援 

  園庭開放・体験保育・地域交流・子育て相談など 

  ※ （仮称）市立西蔵認定こども園に併設する子育て支援施設の実施内容は現

在検討中 

                                 以 上 
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（ 月 ） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

閉所

通常運営 改修  移転

閉園

閉園

閉所

(

仮
称
）

精

道
認
定
こ
ど
も
園

(

仮
称
）

西
蔵
認
定
こ
ど
も
園

建設

32

精道保育所 解体　・　建設

精道幼稚園

伊勢幼稚園

（西蔵市住敷地）

新浜保育所

解体　・　建設

33

（仮称）精道認定こども園・（仮称）西蔵認定こども園　整備スケジュール

3429 30 31

資料１ （別紙）

通常運営 改修

新園舎での運営開始

市立認定こども園開園

市立認定こども園開園

通常運営

通常運営

通常運営

私立こども園開園

７
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